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第 1 章 水道ビジョン・経営戦略の改定 
1.改定の趣旨と背景 
水道は町民生活に不可欠なライフラインであり、安全・安心な水を安定して供給し続ける体

制の整備が常に求められています。 
現在、全国的に水道施設は老朽化に伴う大量更新期を迎えており、耐震化などの地震対策も

含め、投資的経費の増大は避けられない状況にあります。一方で、人口減少等による水需要の

低迷により給水収益は伸び悩み、水道事業を取り巻く経営環境は一層厳しさを増しています。 
本町では、これまで「苓北町地域水道ビジョン」に基づき経営の健全化に取り組んできまし

たが、前回策定から 10 年が経過しました。この間、令和 6 年 3 月には「4 簡易水道事業の統

合」による上水道事業への移行、さらに令和 6 年度からは「公営企業会計への移行」という大

きな転換点を迎えています。 
加えて、令和 5 年度に実施した資産調査や、令和 7 年度に策定したアセットマネジメント（資

産の健康診断と将来予測）の結果を踏まえ、将来の更新需要と財政収支の見通しを再構築する

必要があります。 
こうした状況を踏まえ、本町の水道事業を安定的かつ継続的に運営していくための指針とし

て、中長期的な投資・財政計画を定めた新たな「苓北町水道ビジョン・経営戦略」（以下、「本ビ

ジョン」）を策定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 図 1-1. 新水道ビジョンの理想像 】（厚労省） 
 
 
 
 
 
 

概要版－1



3 
 

・上位計画との整合性 

・引継ぎ 

・将来見通しの把握 

・技術的根拠 

・国・県の方針 

・整合性の確認 

・計画の妥当性を確認 

・財政的根拠 

2.水道ビジョン・経営戦略の位置付け 
本ビジョンは、国の「新水道ビジョン」の方針を踏まえ、以下を基本目標とします。 
 

基本目標 ： 『安全』 『強靭』 『持続』 
 

策定にあたっては、熊本県の水道ビジョン及び広域化推進プランを踏まえ、水道事業等の広

域化に係る検討を行い反映します。また、本町の最上位計画である「第 7 次振興計画 第 14 期

基本計画」（令和 6 年度～令和 10 年度）及び「苓北町地域水道ビジョン Vol.2」（平成 28 年度

から令和 7 年度）との関連を考慮しながら策定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 図 1-2. 本ビジョンの位置付け 】 
 
 
3.計画期間 

本ビジョンは、令和 17 年度を目標年度とし、令和 8 年度から令和 17 年度までの 10 年間を計

画期間としています。 

苓北町地域水道ビジョン 

Vol.2 

《苓北町簡易水道事業経営戦略》 

新水道ビジョン 

「安全」「強靭」「持続」 

（厚生労働省） 

第 2 期水道ビジョン 

広域化推進プラン 

（熊本県） 

『苓北町水道ビジョン・経営戦略』 

「安全」「強靭」「持続」 

苓北町 

 第 7 次 振興計画 

第 14 期 基本計画 

経営戦略ガイドライン 

（総務省） 

苓北町アセットマネジメント 

将来見通し(30～50 年) 
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第 2 章 苓北町水道事業の概要 
1.苓北町の概況 
本町は、昭和 28 年の町村合併促進法施行により、天草郡坂瀬川村、志岐村、富岡町及び都

呂々村の 4 か町村の合併の機運が高まり、昭和 30 年 1 月 1 日、都呂々村を除く 3 か町村が合

併し、苓北町が誕生しました。翌年の昭和 31 年に都呂々村が編入合併され、現在の苓北町とな

りました。 
 
熊本県の南西部に点在する天草諸島のうち、最も大きな島である天草下島の北西端に位置し

ています。町の広さは東西に 9.76ｋｍ、南北に 12.3ｋｍで総面積は 67.58ｋ㎡。西は天草灘を

のぞみ、北は千々石灘に面した美しい海に囲まれた町です。 
海洋性の気候で、県内の他の地域に比べて寒暑の差が小さく、冬でも比較的温暖な気候が特

徴です。また、比較的地震に対するリスクが低く、災害に対して一定の安全性が確保された環

境にあります。 
年間平均気温は約 18.5℃、年間降水量は 2,065mm（平成 16～令和 2 年平均値）となってお

り、雨は梅雨期（6,7 月）に多く、 この時期には東シナ海から入ってくる高温多湿の南西気流

によって、大雨となることがあります。 
温暖な気候や海・山の恵みを生かし、古くから農業と水産業のまちとして発展してきました。

農業では、冬レタスをはじめ、馬鈴薯やミニトマトなどの野菜、ミカンやビワなどの果樹、和

牛の繁殖を中心とした畜産を柱に、水稲との複合経営が行われています。 水産業では、養殖漁

業も行われ、岩ガキ、緋扇貝などが特産品となっています。 
また、本町には陶石脈が走っており、量・質ともに日本一といわれる天草陶石と、これを活用

した天草陶磁器の生産・販売が行われています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 図 2-1.苓北町位置図 】 

苓北町 

佐賀県 

大分県 

宮崎県 

福岡県 

長崎県 熊本県 

鹿児島県 
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2.苓北水道事業のあゆみ 
本町の水道事業は、昭和 2 年に創設された「富岡水道」に始まり、令和 6 年 3 月までに坂瀬

川・西川内、鶴、志岐・上津深江、都呂々・富岡の 4 つの簡易水道事業を整備してきました。 
令和 6 年 4 月からは、これらの簡易水道事業を統合し、新たに「苓北町水道事業」（以下、本

事業）として一体的に運営を開始しています。 
 

 

坂瀬川・西川内簡易水道事業 

計画給水 

人口 

計画最大給水量

（㎥/日） 

1,320 人 474 ㎥/日 

 

鶴簡易水道事業 

計画給水 

人口 

計画最大給水量

（㎥/日） 

190 人 60.5 ㎥/日 

 

志岐・上津深江簡易水道事業 

計画給水 

人口 

計画最大給水量

（㎥/日） 

3,310 人 1,774 ㎥/日 

 

都呂々・富岡簡易水道事業 

計画給水 

人口 

計画最大給水量

（㎥/日） 

4,900 人 2,154 ㎥/日 

 

 

【 図 2-2.苓北町水道事業の沿革 】 
 

  

苓北町水道事業 

計画給水 

人口 

計画最大給水量

（㎥/日） 

6,020 人 3,050 ㎥/日 

【令和 6年 4月創設】 

概要版－4
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3.苓北町水道事業の概要 
 本町の水道事業は、1 つの上水道事業によって運営されています。令和 6 年度苓北町水道事

業報告書によると行政区域内人口は 6,133 人、行政区域内水道普及率は 96.9％となっています。

また、給水区域内人口においては 5,953 人、そのうち給水人口は 5,943 人で、給水区域内普及

率は 99.8％となっています。この数値から給水区域内のほぼ全世帯が水道に接続されているこ

とが分かります。 
水道は公衆衛生の確保や生活水準の向上を支える重要なライフラインですが、その経営環境

は厳しさを増しています。少子高齢化に伴う人口減少や、節水意識の浸透、産業構造の変化に

より、水需要（使用量）は年々減少傾向にあります。一方で、多くの施設が更新時期を迎えて

おり、老朽化対策などの課題が山積しています。 
 
 

【 表 2-1.苓北町水道事業の概要 】 

水 道 事 業 名 

 

計 画 実 績 

給水人口 

（人） 

一日最大 

給水量 

（㎥/日） 

給水人口 

（人） 

一日平均 

給水量 

（㎥/日） 

一日最大 

給水量 

（㎥/日） 

苓 北 町 水 道 6,020 人 3,050 ㎥/日 5,943 人 2,725 ㎥/日 3,371 ㎥/日 

※令和 6 年度決算書より 

 
一日最大給水量の実績値（3,371 ㎥/日）は、計画値（3,050 ㎥/日）を上回っています。これ

は、4 つの簡易水道事業を統合する際に、一日最大給水量の算定方法を見直したことによるも

のです。 
今回の計画値は、今後の人口減少を見据え、施設のダウンサイジングや設備の最適化を図る

ために設定した戦略的な数値であり、将来の持続可能な水道経営を見据えたものとなっていま

す。 
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第 3 章 現状評価と課題 
1.安全（安心しておいしく飲める水道水の確保） 

1）水源水質と浄水方法 
本町の水源は表流水、伏流水、湧水、地下水を利用しており、原水の水量、水質ともに安定

しています。 
水道基準に適合しない不溶解性成分（鉄、マンガン、微生物の死骸など）は必要に応じて急

速ろ過などの設備により除去し、全ての浄水処理で次亜塩素消毒処理を行っています。 
いずれも水質基準を下回っており、安全で良質な水であるといえます。 

 
2）給水水質の状況 
給水の水質については、これまでも改善に取り組み、水質の確保に努めてきました。ここ

でいう給水とは、配水管から分岐し、お客様が管理する水道メーターまでの給水管、水道メ

ーターより先の貯水槽設置事業者やお客様が管理する給水装置などを指します。 
給水栓での水質は、常に水質基準を満たしており安全です。 

 
3）水質監視・管理（監視設備、管理体制） 
水道法の規定により、水質検査の適正化と透明性を確保するため、「検査項目」、「採水場所」

「検査回数」などをとりまとめた水質検査計画書を策定し、需要者に公表しています。 
今後も安心して飲める水を確保するために、定期検査などについてのより一層の管理体制

の強化を行ってまいります。 
 

（1）クリプトスポリジウム等対策の徹底 
クリプトスポリウジム等は感染した場合、下痢、腹痛、発熱、嘔吐などの症状を引き起

こす病原性微生物であり、水道水の消毒に使用する塩素に対して耐性を有するという特徴

があります。感染を予防するためには、適切なろ過設備による除去または、紫外線処理設

備による不活化が必要であり、浄水の水質管理、原水の指標菌の検査が重要となります。 
本町では「水道水におけるクリプトスポリジウム等対策指針」をもとに、水道水源にお

けるクリプトスポリジウムの指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）の検査を定期的に行って

います。なお、原水から指標菌が検出されるなど水源状況が変化した場合、迅速に対応し

ていきます。 
 

（2）水質基準の改正に対応した水質検査内容の充実 
水源から蛇口までの各過程における今後の水質を注視し、状況に応じて検査項目や頻度

等を見直し、水質検査内容の充実に努めます。 
危機管理の面においても、水質事故に迅速に対応できる体制を整えています。 
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【 表 3-1.水質検査の実施状況一覧表 】 
検査項目 採水場所 検査月日 検査方法 

原水 40 項目 全ての水源 年 1 回 指定検査機関 
浄水 51 項目 各配水池系の指定場所 年 4 回 指定検査機関 
浄水 12 項目 各配水池系の指定場所 年 8 回 指定検査機関 

指標菌 各浄水場主要水源 年 1 回 指定検査機関 
浄水 3 項目 各浄水場 毎日 自己検査 

 
 

【 表 3-2.水質検査年間予定表 】 
検査項目 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

原水 40 項目      ●       
浄水 51 項目 ●   ●   ●   ●   
浄水 12 項目  ● ●  ● ●  ● ●  ● ● 

指標菌      ●       
浄水 3 項目 毎日実施 

※●印は検査実施月を表します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 急速ろ過機 】               【 塩素注入設備 】 
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4）石綿セメント管 
 石綿セメント管は、施工性がよく、また安価であったことなどから、高度成長期の昭和 30 
年代から 40 年代を中心に、水道管として多く使用されました。しかしその後は耐震性が弱

く、老朽化で破損しやすいことが指摘されたことから布設替が進められ、全国的な需要減に

より昭和 60 年に製造が中止されました。 
 石綿セメント管は、全国的に中小規模の水道事業体に比較的多く残存しており、本町でも

過去に一部の管で使用していましたが、更新工事に合わせて順次取り替えを行い全ての管を

他の管種に置き換えました。 
 

5）鉛製給水管の状況 
鉛製給水管は、長時間の滞留による水道中への鉛の溶出や漏水事故の原因となります。本

町では鉛製給水管を使用していません。 
 
6）貯水槽水道の管理 
 一時的に多量の水を使用する建物（ホテル、学校、病院等）や断水による影響が大きい建

物（工場等）などの施設に設置されている貯水槽水道とは、水道水をいったん貯水槽（受水

槽、高架水槽）に貯めてから、ポンプを使って建物の利用者に飲み水等として給水していま

す。 
 平成 13 年の水道法改正で「貯水槽水道」が定義され、供給側の水道事業者及び貯水槽水

道の設置者の責任の所在を供給規程で明らかにするようになりました。 
貯水槽水道は、受水槽から蛇口までの管理は、施設の設置者が責任をもって行うこととな

っています。 
 本町では管理者が適正な管理を行うように徹底し安定給水に努めています。 

 
7）給水装置の維持管理 

給水装置は利用者の財産であり、パッキン交換などの簡易な場合を除き、本町指定の給水

装置工事事業者でなければ工事をすることができず、適正な給水装置工事が行われていない

と、安全な水道水の供給が出来ません。 
 本町ではホームページなどを通じて情報発信に努めるとともに、指定の給水装置工事事業

者の名簿を公表しています。 
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導水管 0.0 0.0 194.3 1,075.6 881.0 4,027.0 0.0 0.0 6,177.9

送水管 0.0 0.0 3,201.0 11,266.8 10,425.5 5,138.8 1,455.4 0.0 31,487.5

配水管 246.4 3,594.1 34,764.3 17,302.3 27,432.4 20,389.9 7,030.0 1,131.1 111,890.5

計 246.4 3,594.1 38,159.6 29,644.7 38,738.9 29,555.7 8,485.4 1,131.1 149,555.9

構成(%) 0.16 2.40 25.52 19.82 25.90 19.76 5.67 0.76 100.00

※苓北町アセットマネジメントより

　　　　年代
区分

1950年～
1959年

1960年～
1969年

1970年～
1979年

1980年～
1989年

1990年～
1999年

2000年～
2009年

2010年～
2018年

2020年～
2025年

計

2.強靭（確実な給水を確保） 
1）施設、管路の健全性及び耐震性 
本町の水道施設は、施工当時の耐震基準で築造された施設や、布設後相当な期間が経過した管

路が多く現存しています。 
 法定耐用年数を経過していてもすぐに使用できなくなるとは限りませんが、水道施設の適正な

維持管理は、故障や破損などのリスクを抑制し、管路や施設の長寿命化に繋がります。災害発生

時にも、可能な限り配水量を確保し、施設が破損した場合でも早期に復旧するために、水道施設

を耐震性のある健全な状態で保全することが必要です。 
 

【 表 3-5.年代別管路延長（ｍ）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法定耐用年数 40 年を超過した管路は全体の約 40 ％で、全国平均 25.4%（R5 末：総務省）

を上回っています。今後は重要度、優先度などを考慮し管路の健全性及び耐震性の向上に努め

る必要があります。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 老朽化した水管橋 】 
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2）バックアップ能力 
 地震や事故等により、一部の水道施設が停止した場合でも、バックアップ能力（浄水場や配水

池の予備能力、停電対策、連絡管などによる他の配水系統とのネットワークなど）を確保してお

くことで、給水への影響を抑えることができます。  
   西川内、坂瀬川、志岐、笹尾浄水場の 4 施設には、固定式の自家用発電機を設置して、停電

に備える体制をとっています。また、自家用発電機については、保守点検を委託しており、適切

な維持に努めています。  
さらに、給水区域が別系統になっている他の配水区とも連絡管で接続しており、事故や災害時

の相互給水を可能とし、ライフラインの強化を保っています。  
バックアップ機能等の更なる強化と各水道施設の水量等の情報をより的確に把握するため、

テレメーター機器の設置･更新及び落雷対策を実施しています。 
 

3）応急給水能力 
  災害時等では、応急給水を迅速に行うために応急給水資機材、応急復旧資機材（平常時の修

繕にも使用）が必要となるため、これらについての備蓄及び管理が重要となります。 
  本町では車載用タンク、給水バッグを備蓄しています。 
 

4）危機管理体制 
「苓北町地域防災計画」では町域に災害が発生し、「災害対策本部」が設置された場合、水道

環境課として水道施設の被害状況の把握や応急復旧、資材の調達、給水活動などを担当します。 
その他に震災や風水害対策計画として、平常時から「給水体制の整備」を行いつつ、災害発

生時には、「緊急給水体制の確立」を図る役割を担っています。 
 大規模災害時の水道施設の被災による供給の長期停止を防止するため、事業継続計画 （ＢＣ

Ｐ）の充実を図ります。さらに、自然災害のみならず、浄水場への動物侵入や毒物混入といった

人為的災害（テロ）にも備えて、確実な施錠、老朽化フェンスの取替を実施します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 給水バッグ 】     【 緊急漏水修繕工事 】 
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【 図3-4.行政区域内人口の実績 】
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【 図3-5．給水区域内人口及び給水人口、給水普及率の実績 】

給水区域内人口 給水人口 給水区域内普及率

3.持続（未来につながる供給体制の確保） 
1）給水人口（過去の実績） 

  本町の行政区域内人口は、過去 10 年間において約 1,606 人減少し、給水区域内人口及び給水

人口においても、同様の減少傾向となっています。 
  将来的には人口減少が進み、水道事業の経営に大きく影響を及ぼすことが予想されます。 
  令和 6 年度において行政区域内人口は 6,133 人、行政区域内水道普及率は 96.9％、給水区域

内人口は 5,953 人で、そのうち給水人口は 5,943 人です。給水区域内普及率は 99.8％となって

おり、給水区域内では、ほとんどの世帯が水道に接続されています。 
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【 図3-6.給水量、有収水量の実績 】

1日当り有収水量 1日平均給水量

2）給水量、有収水量（過去の実績） 
  過去 10 年間の給水量及び有収水量については、減少傾向です。 
  将来においても、人口減少と共に給水量及び有収水量の減少が予想され、水道料金の収入も

減少することが予想されます。 
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3）法定耐用年数で見た資産の健全度 
苓北町アセットマネジメントによると、法定耐用年数内にある「健全資産」の割合は、施設

（設備）で約 51％、管路で約 63％となっています。 
今後、計画的な更新を行わなかった場合、施設は約 15 年後、管路は約 25 年後に老朽化資産

（法定耐用年数の 1.5 倍）が半数を超える見込みです。最終的には、約 75 年後には全ての施設

が、約 60 年後には全ての管路が老朽化資産となる見込みです 
持続可能な事業運営を実現するためには、将来の更新需要を見据えた財源確保策の検討が不

可欠です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 図 3-7. 設備(管路以外の施設)全体の健全度：更新しない場合 】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 図 3-8. 管路全体の健全度：更新しない場合 】 
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【 図4-2．給水区域内の人口及び給水人口、普及率の推移 】
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【 図4-1.行政区域内人口の推移 】

国勢調査に基づく推計(社人研) 苓北町人口ビジョン

より安全側な社人研推計を採用

第４章 苓北町水道事業の将来環境 
本事業が取り組むべき事項、方策等の設定にあたり、現状評価と課題を踏まえ、予測される将

来の水道の事業環境がどのように変化するかを認識することが重要です。このことから、本事業

の将来の事業環境について、外部環境と内部環境の観点から整理します。 
1.外部環境の変化 
 外部環境については、人口や水需要、施設の効率性、原水水質などの外部環境の面から、現状

評価と課題を踏まえた上で将来の事業環境を予測し評価しました。 
1）将来の人口 
本町の総人口は、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」）の推計を基に算出すると、

2035 年には 5,173 人、年平均で約 93 人の減少となる見込みであり、給水人口においても同様

の推移を辿るものと予測されます。 
なお、「苓北町人口ビジョン」の推計値とは乖離がありますが、同ビジョンが施策効果を見込

んだ「政策目標」であるのに対し、本計画では将来の不確実性に対応するため、より保守的（安

全側）な社人研推計を採用しています。これは、過大な需要予測に基づく過剰な設備投資を抑

制し、将来的な料金収入の減少局面においても経営の健全性と持続性を堅持するための「リス

ク管理」に基づく判断です。 
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【 図4-3．給水量、有収水量の推計 】

1日当り有収水量 1日平均給水量

2）将来の給水量、有収水量  
給水人口の減少に伴い、1 日平均給水量、1 日当り有収水量も減少する見込みです。 
令和 8 年度と令和 17 年度とを比較すると、1 日平均給水量は 371 ㎥／日減少する見込みで

す。同様に 1 日当り有収水量については、252 ㎥／日減少する見込みです。 
給水量及び有収水量の減少は、水道事業の施設規模や経営などに影響を与えるため、給水量

の減少を考慮した施設の整備や投資、経営基盤の強化を行う必要があります。 
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【 図4-7.将来給水収益の推移 】

給水収益 行政区域内人口

3）給水収益の見通し 
給水人口及び有収水量の減少に伴い、給水収益は減少していく見通しです。令和 8 年度と

令和 17 年度を比較すると約 18,700 千円減少する見込みです。 
人口減少などに伴い給水収益も減少することから、将来の更新需要に対応するには料金改

定を検討は必要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4）施設の効率性低下 
給水量が減少することにより、人口が増加していた時代に整備された施設等の稼働率が低下

し、事業効率を悪化させることになります。施設の効率性を考慮すると、将来の更新事業にお

いては、給水サービスを維持しながら、人口減少を踏まえた施設更新が必要となります。 
 

5）水源水質の悪化 
  水道水源においては、水量、水質ともに安定しており、将来において水源水質の悪化の可能

性はほとんどありません。 
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2.内部環境の変化 
 内部環境については、施設の老朽化、将来の投資を踏まえた資金の状況、職員構成、組織体制

の面から、将来の事業環境を評価しました。 
 

1）施設の老朽化 
（1）施設・設備 

本事業の管路以外の施設や設備では、35 施設が古く、建設から 40 年～73 年経過していま

す。これまで施設の更新や長寿命化に努めてきましたが、今後も老朽化していく施設に対し

て、その対策を進めていく必要があります。 
 

（2）管路 
本事業が管理する管路の総延長は、約 149km（苓北町アセットマネジメントによる）に及

びます。管路の法定耐用年数は 40 年とされていますが、管種や埋設環境によって老朽化の進

行度合いは異なります。 
老朽化した管路は漏水事故のリスクが高まるだけでなく、道路の冠水・陥没や人的被害と

いった二次災害を引き起こし、町民生活に甚大な影響を及ぼす恐れがあります。 
そのため、本事業では管路の健全性と耐震性をより確実に確保すべく、計画的な布設替え

による更新事業を推進しています。 
 

2）職員数の減少、技術継承に関する環境変化 
地方公共団体の職員数は、行政組織の合理化に伴う定員管理により、減少傾向にあります。 
本事業においても、厳しい経営環境を見据えた組織の合理化が求められる一方、人員削減に

よって事業運営や管理体制に支障をきたすことがないよう、慎重に留意する必要があります。

特に、熟練職員の定年退職に伴う専門技術の継承は喫緊の課題です。職員数の減少に対応しつ

つ、安定した供給体制を維持するため、技術継承の仕組みづくりや効率的な人員配置などの対

策を講じていく必要があります。 
 

3）事業経営の見通し 
本町では、将来的な人口減少や水需要の減退に伴い、給水収益の減少が避けられない見通し

です。一方で、老朽化した施設の更新需要は今後さらに増大していくことが予測されます。 
このような厳しい経営環境下で持続可能な水道事業を実現し、健全な姿で次世代へ引き継ぐ

ためには、更新投資の着実な実施が不可欠です。そのためには、適切な資金確保策を講じ、合

理的な黒字経営を堅持した上での計画的な施設更新が極めて重要となります。 
今後の経営分析および評価については、既に策定した「アセットマネジメント（資産管理）」

や本「経営戦略」に基づき、継続的に検討を進めてまいります。また、施設更新には多額の費

用を要するため、利用者や議会の皆様に適切な情報提供を行い、十分な理解を得ながら事業を

推進していく必要があります。 
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3.苓北町アセットマネジメントについて 
アセットマネジメントの目的は、効率的な施設更新によって投資を抑え、今後 40 年間にわたり

資金不足を回避し、持続可能な経営基盤を維持することにあります。 
「苓北町アセットマネジメント」では、町が保有する水道施設や管路の健全度、更新需要およ

び更新費用を中長期的に把握し、その結果に基づく分析・検討を行っています 
 

1）検討結果 
本事業では、将来にわたる事業継続はもとより、将来の施設更新に備えた着実な資金確保

が重要な課題です。アセットマネジメントでは現有資産の法定耐用年数に対し、1.3 倍から

1.7 倍の延伸期間を設定するシミュレーションを行い、財政負担の抑制と健全な施設運用の

両立に向けた比較検討を行っています。 
その結果、このように計算上の更新時期を最大限先延ばしし、かつ一般会計から年間 0.9 億

～1 億円の繰入金を継続した場合でも、将来的な資金不足を回避するためには、現行料金の

1.5～1.8 倍程度の料金改定が必要となる試算結果が得られました。 
検討の基礎とした指標および試算結果は以下の通りです。 
 

【 表 4-1.苓北町アセットマネジメントでの詳細検討結果 】 
項目 試算結果（2065 年までの推計値） 

①一般会計繰入金（基準内・外合計） 年間 0.9～1 億円 
②建設改良費に対する企業債比率 40％ 
③設定供給単価（現行 218.9 円） 360.7～378.2 円 
④料金改定率 150％～180％ 
⑤企業債残高（2065 年時点） 約 26.1 億円 
⑥給水収益（2065 年時点） 約 1.7 億円 
⑦企業債残高対給水収益比率（2065 年時点） 約 1490％ 
⑧資金残高（2065 年時点） 1 億円（確保維持） 
⑨損益赤字発生時期 令和 35 年(2053 年)ごろ 
⑩赤字転換までの期間 約 28 年後 

 
アセットマネジメントの検討結果から、いくつかの重要な課題が明らかになりました。 
・債務負担の増大による財政の硬直化 

2065 年の企業債残高が給水収益の約 15 倍（1,490％）に達する見込みであり、将来世

代が担う元利償還金が経営を強く圧迫し、災害等への財政的余力を奪う恐れがあります。 
・住民生活への大きな影響 

150％〜180％という高い改定率は、家計や地域経済に重い負担を強いることになります。 
・中長期的な損益収支の悪化 

更新に伴う経費増により約 28 年後には赤字に転じる予測であり、資金維持は可能でも、

経営成績としての健全性が損なわれるリスクを孕んでいます。 
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2）更新需要の見通し 
構構造物および設備については、取得当時の建設費用に物価変動（デフレータ）を乗じて

現在価格を算出（再投資価格）しています。管路資産については、固定資産台帳の延長に最

新の配管単価を乗じて算出しています。 
下図は、資産を「法定耐用年数」で一律に更新した場合と、1)の詳細検討ケース（更新時期

を延伸した場合）です。 
いずれのケースも、初年度（2026 年度）に極めて大きな更新需要が発生する結果となりま

した。これは、既に法定耐用年数を超過している「老朽化資産」が大量に存在するためです。

国土交通省の簡易試算ツールの仕様上、算出基準年（2026 年度）までに耐用年数を迎えてい

る資産は、すべて初年度に一括して更新費用が計上される設定となっていることが主な要因

です。別途平準化の検討が必要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 図 4-4. 資産全体の 100 年間の更新需要 】 
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3）資金の推移 
1)の詳細検討ケースでも投資額は、今後 10 年間は毎年約 3 億円、40 年間では毎年約 3.2

億円の事業費が必要になります。料金改定を行わない場合と料金改定を行う場合でシミュレ

ーションを行った結果が次の通りです。 
 

（1）料金改定を行わない場合 
膨大な更新需要に対し、現行の給水収益および資金残高では対応しきれず、事業初年度か

ら資金不足（赤字）に陥ると推計されます。これにより、計画的な施設更新の継続が困難と

なる恐れがあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 図 4-5. 収益的収支・資本的収支の予測（料金改定を行わない場合） 】 

 
（2）料金改定を行う場合 

収益的収支（営業損益等）は当面黒字で推移しますが、約 25 年後には赤字に転じる見込み

です。これは、40 年間の計画期間全体で収支が均衡するよう料金を設定しているためで、期

間終盤には赤字が解消される前提となっています。 
その結果、内部留保金を含む資金残高は、期間を通じて黒字を維持する見通しです。ただ

し、この資金残高は、建設改良工事の財源として発行する企業債（借入金）の活用状況に大

きく左右されるため、借入残高や利息負担を踏まえた適切な財政運営が必要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 図 4-6. 収益的収支・資本的収支の予測（料金改定を行う場合） 】 
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第 5 章 将来像と今後の取り組み 
1.基本理念と目標 

本ビジョンでは、平成 28 年度に策定した「苓北町地域水道ビジョン Vol.2」で掲げた基本理念

『町民がいつでもどこでもおいしい水を飲める水道に』を継承します。 
この理念は、厚生労働省の『新水道ビジョン』が掲げる『地域とともに、信頼を未来につなぐ

日本の水道』と方向性を一にするものであり、安全・安心な水道を次世代へ引き継ぐという普遍

的な価値を示すものです。 
本ビジョンでは、この理念のもとで具体的な目標と施策を定め、将来にわたって計画的かつ効

率的な水道事業の運営を推進してまいります。 
 
 
 
 
 
 

基本理念を推進するための方針として、本ビジョンで示す、「安全」・「強靱」・「持続」の観点

に留意しつつ、50 年、100 年先を見据えた次の 3 つの基本目標を定めます。 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 図 5-1.基本理念と目標 】 
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第 6 章 投資・財政計画（収支計画） 
1.経営戦略の基本的な考え方 
経営戦略とは、水道事業者が将来にわたり安定したサービスを提供し続けるために策定する

「中長期的な経営の基本計画」です。事業環境が厳しさを増すなか、持続可能な経営を実現す

るためには、中長期的な視点に立った投資・財政計画の策定が不可欠となっています。 
経営戦略の計画期間については、令和 8（2026）年度～令和 17（2035）年度までの 10 年と

します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：総務省「公営企業「経営戦略」の策定・改定の推進について」 

 

【 図 6-1.経営戦略のイメージ 】 
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2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

1 老朽管更新 0.95億円

2 神の原橋添架管更新 0.39億円

3 大河内橋添架管更新 0.31億円

4
坂瀬川浄水場前ろ過機

更新
1.19億円

5 志岐低区配水池更新 1.61億円

6 坂瀬川配水池更新 0.54億円

7 水道施設管理 1.42億円

8 都呂々ダム共同管理 1.10億円

9 水道事業会計支援 0.06億円

10 簡易水道事業償還金 2.64億円

11 会計システム運用保守 0.12億円

合  計 10.33億円

：安全 ：強靭 ：持続

No. 事業概要
概算費

10年間

2.投資・財政計画の検討 
アセットマネジメントでは、法定耐用年数に基づいて更新需要を推計しています。ただし、

耐用年数はあくまで資産管理上の目安であり、実際の寿命は使用環境や保守状況によって変

動します。このため本町では、過去の更新実績に加え、各施設の老朽度や重要度を踏まえて

今後 10 年間の事業計画を策定しました。経営戦略では、この計画に沿って投資・財政計画を

立て、将来の更新需要に計画的に対応していきます。 
 今後 10 年間の主な事業、概算事業費、時期を以下に示します。 
 

【 表 6-1.主な事業スケジュール 】 
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Ｒ 8 Ｒ 9 Ｒ 10 Ｒ 11 Ｒ 12 Ｒ 13 Ｒ 14 Ｒ 15 Ｒ 16 Ｒ 17
単独事業費 64,924 62,983 57,150 57,150 55,643 53,014 51,528 48,743 44,835 38,181
起債 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 27,700 22,200 64,200 116,700 41,700
補助金 0 0 0 0 0 7,750 6,000 20,000 37,500 12,500
その他 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 13,150 12,100 44,600 16,700 9,500
年間投資額 74,424 72,483 66,650 66,650 65,143 101,614 91,828 177,543 215,735 101,881

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

事
業

費
（

千
円

）

【 図6-2.投資予定額と財源構成 】

その他 補助金 起債 単独事業費 年間投資額

限られた財源の中で、重要性・緊急性の高い事業を優先しつつ、社会情勢や利用者ニーズ

の変化に柔軟に対応し、他事業とのバランスやコスト縮減にも努めます。 
財源の確保にあたっては、国庫補助金を最大限に活用して自己資金の支出を抑制するとと

もに、多額の資金を要する建設改良事業には、企業債（起債）を戦略的に充当します。 
起債の活用は、単年度の財政負担を平準化させるだけでなく、施設を利用する将来世代に

もコストを分散して担ってもらう「世代間の負担の公平性」を確保する効果があります。こ

れら外部資金を計画的に組み合わせることで、キャッシュフローの安定化を図り、将来にわ

たる水道料金の急激な変動を抑制します。 
将来にわたり水道事業を安定的に継続するため、経営状況を適時分析し、事業内容は必要

に応じて見直していきます 
以下の表は年度毎別の投資額見込みと財源内訳です。 
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3.収支計画の検討 
1）算定条件 

財政計画を算定する際の主要な前提条件を以下に記載します。 
なお令和 5 年度以前は簡易水道特別会計（法非適用）により会計処理を行っていたため、

現在採用している公営企業会計とは会計基準が異なります。このため、数値の連続性や比較

可能性を考慮し、項目によっては使用していないものがあります。 
 

【 表 6-2.収支計画の算定条件の概要 】 
項目 設定内容 

1.計画期間 令和 8 年度～令和 17 年度までの 10 年間 

2.料金収入 令和 6 年度の収入実績を有収水量で除して供給単価を算出し、それに将来の計画

有収水量に乗じて料金収入を算出する。 

令和 10 年と令和 15 年に、供給単価を前年比で 20％増する。 

3.その他（加入分担金、

手数料） 

令和 6 年度の実績値を使用する。将来値は、毎年の上昇は見込まず据え置く。 

3.人件費 令和 4 年度～令和 6 年度の実績の平均値を計上する。 

将来値は毎年度 3％のベースアップを見込む。 

4.経費 

・原水及び浄水費 

・配水及び給水費 

・総係費：人件費以外 

令和 6 年度決算書、令和 7 年度予算書の平均値を計上する。 

将来値は毎年度 2％の物価上昇を見込む。 

人件費、動力費、修繕費、材料費は別途算出する。 

5.建設改良費 事業計画の概算事業費を計上する。 

6.動力費（光熱水費） 令和 4 年度～令和 6 年度の実績を使用水量で除して 1 ㎥当たりの動力費を算出し、

将来の計画配水量に乗じて動力費を算出する。 

将来値は毎年度 2％の物価上昇を見込む。 

7.薬品費 令和 4 年度～令和 6 年度の実績を使用水量で除して 1 ㎥当たりの薬品費を算出し、

将来の計画配水量に乗じて薬品費を算出する。 

将来値は毎年度 2％の物価上昇を見込む。 

8.修繕費 令和 6 年度決算書、令和 7 年度予算書をもとに、費用を使用水量で除して 1 ㎥当

たりの修繕費を算出し、将来の計画配水量に乗じて修繕費を算出する。 

将来値は毎年度 2％の物価上昇を見込む。 

9.材料費 令和 6 年度決算書、令和 7 年度予算書をもとに、費用を使用水量で除して 1 ㎥当

たりの材料費を算出し、将来の計画配水量に乗じて材料費を算出する。 

将来値は毎年度 2％の物価上昇を見込む。 

10.一般会計からの繰入 収益的収入の他会計補助金、資本的収入の他会計補助金は令和 7 年度予算額を将

来も据え置く。 

11.起債償還金 別途、企業債年度別集計表を使用。 

12.支払利息 別途、企業債年度別集計表を使用。 
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                 料金収入（円 / 年） 
供給単価 ＝ 
（円 / ㎥）  有収水量（㎥ / 年） 

13.長期前受金戻入 別途、長期前受金明細表を使用。 

14.減価償却費 別途、減価償却一覧表を使用。 

 
2）財政シミュレーション 

前項の条件に基づき、計画事業を実施した場合の投資・財政シミュレーションを行いまし

た。本事業は料金収入のみでの運営が困難な状況にあります。そのため、ケース 1・2 では

一般会計からの繰入金（令和 7 年度予算ベースでは年間約 2,500 万円）への依存度を確認

し、ケース 3・4・5 では実際の資金繰りを把握するため「現金収支（キャッシュフロー）」

に着目して見通しを算定しました。 
【 表 6-3.財政シミュレーションのケース設定 】 

検討ケース 設定項目 
料金改定 

実施年度・改定率 

繰
入
金
の
検
討 

ケース 1 
料金改定しない。 

不足分は全て一般会計からの繰入金。 
 

ケース 2 

料金改定を数年おきに 10 年間で 2 回実施し、

それぞれ 20%改定。 

繰入金は約 2,500 万円で固定。 

令和 10、15 年度・20% 

現
金
収
支
見
通
し 

ケース 3 
料金改定しない。 

 
 

ケース 4 
料金改定を数年おきに 10 年間で 2 回実施し、

それぞれ 20%改定。 
令和 10、15 年度・20% 

ケース 5 
収支均衡を図るため料金改定をする。数年おき

に 10 年間で 3 回実施し、それぞれ 22%改定。 
令和 8、13、15 年度・22% 

 
  【料金の設定】 
 料金設定は供給単価にて算出しました。 

会計制度が移行したことを考慮し、令和 6 年度の実績で供給単価を求めました。 
【 表 6-4.料金収入実績 】 

 

 
  【料金の目安】10 年間で 20%の改定を 2 回実施する場合 
     一般家庭で月 20 ㎥使用の場合＝4,250 円（税込価格） 
  令和 10 年度に 20％改定 ⇒ 5,100 円（ 850 円値上げ） 
  令和 15 年度に 20％改定 ⇒ 6,120 円（1,020 円値上げ） 
   ○現在から 1,870 円値上げ：10 年間で 1.44 倍（累積改定率）＝44％の改定 

※水道料金が二部料金制となっているため、計算方法によって、実際の料金値上げ額とは異なる 

可能性があります。 

         年度 
項目 令和 6 年度 

料金収入（円/年） 138,249,860 円 
有収水量（㎥/年） 676,890 円 
供給単価（円） 204.2 円 

概要版－26



104 
 

134,772 

115,985 

▲ 76,544

▲ 64,186

▲ 100,000

▲ 80,000

▲ 60,000

▲ 40,000

▲ 20,000

0

20,000

40,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

Ｒ 8 Ｒ 9 Ｒ 10 Ｒ 11 Ｒ 12 Ｒ 13 Ｒ 14 Ｒ 15 Ｒ 16 Ｒ 17

収
益

的
・

資
本

的
収

支
の

合
計

（
千

円
）

料
金

収
入

・
繰

入
額

（
千

円
）

【 図6-3.料金改定しない場合 】

料金収入（千円） 繰入額(千円） 収益的・資本的収支の合計(千円）

134,772 

167,019 

▲ 76,544

▲ 13,152

▲ 100,000

▲ 80,000

▲ 60,000

▲ 40,000

▲ 20,000

0

20,000

40,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

Ｒ 8 Ｒ 9 Ｒ 10 Ｒ 11 Ｒ 12 Ｒ 13 Ｒ 14 Ｒ 15 Ｒ 16 Ｒ 17

収
益

的
・

資
本

的
収

支
の

合
計

（
千

円
）

料
金

収
入

・
繰

入
額

（
千

円
）

【 図6-4.料金改定する場合 】

料金収入（千円） 繰入額(千円） 収益的・資本的収支の合計(千円）

赤字幅の縮
小

繰入額の圧縮

・ケース 1：料金改定せず、不足する財源をすべて一般会計からの繰入とする場合  
期間を通して赤字の状況です。現行料金を維持して収支均衡を図るには、一般会計から年

平均約 7,200 万円という巨額の繰入金が必要となります。これは事業の自立経営を妨げるだ

けでなく、本町の一般会計の財政を著しく圧迫し、他の施策にも影響を及ぼします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・ケース 2：料金改定し、一般会計からの繰入を削減する。  
料金改定を行った場合でも収支均衡には一般会計から年平均約 5,600 万円の繰入金が必要

となりますが、計画期間の終盤には赤字幅が縮小し、繰入額も約 2,000 万円まで縮小する見

込みであり、会計上は経営の健全化が期待できます。 
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Ｒ 8 Ｒ 9 Ｒ 10 Ｒ 11 Ｒ 12 Ｒ 13 Ｒ 14 Ｒ 15 Ｒ 16 Ｒ 17

収 入 157,970 155,597 152,693 151,468 149,490 145,315 141,667 136,643 131,175 123,555

支 出 172,500 172,305 168,256 170,085 170,441 208,270 199,858 286,984 326,590 214,164

収 支 ▲ 14,530 ▲ 16,708 ▲ 15,563 ▲ 18,617 ▲ 20,951 ▲ 62,955 ▲ 58,191 ▲ 150,341▲ 195,415 ▲ 90,609
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【 図6-5.現金収支（料金改定しない場合）】

収 入 支 出 収 支

期間を通して赤字

Ｒ 8 Ｒ 9 Ｒ 10 Ｒ 11 Ｒ 12 Ｒ 13 Ｒ 14 Ｒ 15 Ｒ 16 Ｒ 17

収 入 157,970 155,597 179,116 177,646 175,423 170,676 166,498 190,102 183,466 174,589

支 出 172,500 172,305 168,256 170,085 170,441 208,270 199,858 286,984 326,590 214,164

収 支 ▲ 14,530 ▲ 16,708 10,860 7,561 4,982 ▲ 37,594 ▲ 33,360 ▲ 96,882 ▲ 143,124 ▲ 39,575
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【 図6-6.現金収支（料金改定する場合）】

収 入 支 出 収 支

一時的に改善する

・ケース 3：料金改定しない場合の現金収支  
現金の入出金のみに着目した結果、毎年度支出が収入を上回り、10 年間で年平均約 6,400

万円の資金不足が生じます。現行の料金収入および一般会計繰入金では老朽施設の更新投資

が全く賄えず、独立採算制の維持は極めて困難です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ケース 4：料金改定した場合の現金収支  
ケース 2 同様の料金改定を実施した場合、単年度では収支が黒字となる年も生じ、年平均

の不足額は約 3,600 万円に改善されます。しかし期間を通してみると財源不足に陥る状況は

変わらず、現在の収入だけで全事業費を賄うことは困難です。さらなる料金改定や公金投入

の拡充など、自立経営に向けた課題が残ります。 
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Ｒ 8 Ｒ 9 Ｒ 10 Ｒ 11 Ｒ 12 Ｒ 13 Ｒ 14 Ｒ 15 Ｒ 16 Ｒ 17

収 入 191,663 188,984 185,722 184,191 181,906 216,644 211,504 252,446 244,448 234,104

支 出 172,500 172,305 168,256 170,085 170,441 208,270 199,858 286,984 326,590 214,164

収 支 19,163 16,679 17,466 14,106 11,465 8,374 11,646 ▲ 34,538 ▲ 82,142 19,940
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【 図6-7.現金収支（収支均衡を図る料金改定の場合） 】

収 入 支 出 収 支

黒字の期間が多い

・ケース 5：収支均衡を図るために料金改定を行った場合の現金収支  
すべての投資を現在の収入で賄うために、期間中に「25％の改定を 3 回」実施する試算で

す。この場合、大型投資が集中する年度は一時的な赤字となるものの、計画期間 10 年間の

年平均収支は約 22 万円の黒字となり、実質的な収支均衡を確保できる見通しです。 
しかし、これは 10 年間で現行の約 2.0 倍（累積改定率）という極めて大幅な値上げを伴う

ものであり、住民負担の観点から現実的ではありません。 
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3）収支計画のまとめ 
本シミュレーションの結果、現行料金を維持したままでは、一般会計から多額の繰入金に

依存せざるを得ず、公営企業の基本原則である「独立採算制」の維持は極めて困難であるこ

とが浮き彫りとなりました。 
特に、老朽化施設の更新需要が本格化する局面においては、現行の料金体系では事業費を

賄えず、事業の持続可能性に重大な懸念があることが確認されました。 
一方、事業計画の縮小による経費抑制という選択肢もありますが、必要な整備・投資の先

送りは、施設の脆弱性を高めるだけでなく、将来世代に対し経営・安全の両面で大きな負担

を転嫁することに他なりません。 
以上を踏まえ、今後は次の方針に基づき、持続可能な事業運営を推進することが妥当と考

えられます。 
 
(1) 段階的かつ計画的な料金改定の実施 

料金改定は避けて通れない課題であることから、急激な負担増とならないよう、段階的か

つ計画的に実施することが必要です。その際には、将来世代との負担の公平性にも配慮し、

投資と料金水準のバランスを図ります。 
 

(2) 投資事業の精査・優先順位付けと平準化 
更新投資については、重要度・緊急度に基づく厳格な優先順位付けを行い、大型事業の実

施時期を調整・平準化することで、単年度の財政負担を抑制します。また、個別事業の精査

を通じて、詳細な事業計画を再構築することが不可欠です。 
 

(3) 経営効率化と内部留保の確保 
維持管理費の削減や業務の効率化を継続的に推進するとともに、将来の突発的な事故や

大規模な更新需要に備え、内部留保資金の計画的な積立てを進め、財務基盤の強化を図りま

す。 
 

(4) 一般会計との役割整理 
水道事業の公共性を踏まえつつ、一般会計からの繰入については、その範囲や水準を明確

化し、持続可能な財政運営との両立を図ります。 
今回のシミュレーションは、単なる値上げの検討ではなく、「安全な水を将来にわたって

安定供給し続けるための基盤づくり」を目的としています。今後は、精緻化した事業計画に

基づき、町民の皆様の理解を得ながら、透明性の高い健全な水道経営を推進してまいります。 
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第 7 章 総括とフォローアップ 
1. 総括と展望 
本計画の策定にあたり、本町の水道事業は大きな経営転換期を迎えています。令和 6 年度に

実施した「4 つの簡易水道事業の統合」および「地方公営企業会計への移行」は、単なる組織再

編や会計方式の変更にとどまらず、将来にわたり持続可能な水道経営を確立するための基盤強

化を目的としたものです。 
統合により、これまで地区ごとに個別に運用されてきた水道事業を一体的に管理できる体制

が整い、町全体を俯瞰した効率的な運営が可能となりました。また、公営企業会計の導入によ

り、財務状況の透明性が向上し、将来の投資判断を適切に行うための基礎が確立されています。 
さらに、本ビジョンでは、これらの改革に加えてアセットマネジメント（資産の最適管理）

の考え方を導入し、施設の劣化状況や更新需要を科学的に把握する仕組みを構築します。高度

経済成長期に整備された多くの施設が更新期を迎える中、従来の事後的な更新から、劣化診断

と優先順位に基づく計画的な更新へと転換を図るものです。 
人口減少に伴う給水収益の減少や、自然災害の激甚化など、水道事業を取り巻く環境は厳し

さを増しています。しかし、今回の統合と会計移行は、これらの課題に対応しつつ、事業運営

の最適化を進めるための重要な契機となっています。 
今後は、統合によるスケールメリットを活かしながら、透明性の高い経営と計画的な施設更

新を推進し、「安全・強靭・持続」の観点から、将来にわたり安定した水道サービスを提供でき

る体制を確立していきます。本ビジョンは、その実現に向けた基本的な方向性を示すものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

概要版－31



113 
 

2.フォローアップ 
本ビジョンの実現に向けて、進捗状況を把握するとともに事業の成果や効果を把握しておく

ことが重要です。 
 計画のフォローアップの手法として下図に示すＰＤＣＡサイクルを活用します。この４つの

プロセスを繰り返すことによって水道事業の品質の維持、向上、及び継続的な業務改善活動を

推進します。また、広聴活動等を通じて把握した利用者ニーズや社会経済状況の変化等も踏ま

え、当初計画や事業推進に伴う問題点・有効性など明確にし、必要に応じて見直しを図ってい

きます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 図 7-1.継続的な事業評価のイメージ（ＰＤＣＡサイクル） 】 
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